
第１回令和８年４月２０日の三陸沖地震に係る青森県災害対策本部会議 

議事録 

 

日時：令和８年４月２０日（月）17：14～17：19 

場所：北棟２階 災害対策本部会議室 

 

○統括調整部副部長（危機管理局次長。以下「司会」という。） 

ただいまから第１回青森県災害対策本部会議を開催いたします。 

まず初めに、本部長からお願いします。 

 

○本部長（知事） 

まずは、津波からの避難を最優先にしてください。 

県民の命を守ることが第一です。沿岸部においては、避難指示等の情報を踏まえ、住民

の皆様に直ちに高台や安全な場所へ避難していただくよう、関係機関と連携して対応して

ください。 

情報収集をしっかり行い、被害状況の把握に全力を挙げてください。 

特に、人命救助、行方不明者の有無、孤立のおそれ、火災や建物被害など、命に直接関

わる事項については最優先で確認し、速やかに共有してください。 

各部局においては、所管事項にとらわれず、今必要な対応を先行して進めてください。 

また、県民の皆様が不安になっていると思いますので、必要な情報は、正確に、分かり

やすく、迅速に発信してください。 

 

○司会 

次に、統括調整部長お願いします。 

 

○統括調整部長（危機管理局長） 

地震の各地の震度は、階上町が震度５強、太平洋側の八戸市、七戸町、東北町、おいら

せ町、五戸町、南部町で震度５弱が観測されています。 

また、太平洋沿岸に津波警報が発表されています。 

津波は３メートルが想定されていますので、沿岸市町村においては、住民の避難を最優

先に対応していただきたいと考えています。 

県としても、引き続き被害情報の収集を進めるとともに、関係機関との情報共有を実施

しています。 

 

○司会 

各部から、人命に関わる事項を中心に、現時点で報告がありましたらお願いします。 

（各部とも特段の報告なし） 

 

○司会 

それでは本部長から指示事項があります。 



 

○本部長（知事） 

繰り返しになりますが、津波からの避難を最優先にしてください。 

沿岸部の住民の皆様の避難状況をしっかり確認し、市町村や警察、消防、海上保安部、

自衛隊など関係機関と緊密に連携しながら、人命最優先で対応してください。 

また、被害情報については、人命に関わる事項を中心に、速報でも構いませんので、ま

ず報告してください。 

その後、確認が取れたものを順次整理し、県として必要な対応につなげていきます。 

県民への情報発信については、避難に必要な情報が確実に届くよう、分かりやすさを意

識して対応してください。 

風評や混乱を招かないよう、事実関係を丁寧に確認しつつ、必要な情報は遅れずに発信

してください。 

 各部局においては、今後の被害拡大も念頭に置き、応援体制や追加対応の必要性も含め

て準備を進めてください。 

引き続き緊張感を持って対応をお願いします。 

 

○司会 

以上をもちまして、第１回青森県災害対策本部会議を終了します。 


